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一
、
問
題
の
所
在

﹇
設
例
１

(

�)

﹈
Ｐ
電
話
会
社
の
通
話
料
請
求
書
が
Ａ
の
自
宅
に
届
こ
う
と
し
た
の
は
、
彼
が
休
暇
地
に
出
か
け
て
い
る
最
中
だ
っ
た
。
こ

の
請
求
書
は
、
電
話
会
社
の
担
当
者
か
ら
隣
人
Ｂ
に
託
さ
れ
、
三
日
以
内
に
支
払
わ
れ
な
い
と
、
電
話
回
線
は
使
用
不
能
と
な
り
、
か

な
り
の
過
怠
金
を
支
払
わ
な
い
と
、
復
旧
さ
れ
な
い
と
伝
え
ら
れ
た
。
Ａ
は
出
か
け
た
ば
か
り
で
あ
り
、
当
分
戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
が

Ｂ
に
は
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｂ
は
、
Ａ
が
戻
っ
て
か
ら
と
て
も
困
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
自
ら
た
だ
ち
に
立
替
払
を
し
た
。
Ｂ
は

Ａ
に
対
し
て
い
か
な
る
請
求
が
可
能
か
。
仮
に
、
Ａ
と
Ｂ
は
普
段
か
ら
仲
が
悪
く
、
Ａ
は
Ｂ
に
対
し
て
、
他
人
な
ら
ば
と
も
か
く
、
お

ま
え
だ
け
か
ら
は
親
切
は
受
け
た
く
な
い
と
公
言
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
場
合
は
ど
う
か
。

﹇
設
例
２

(

�)

﹈
Ｃ
と
Ｄ
は
隣
り
合
う
二
つ
の
果
樹
園
の
所
有
者
だ
っ
た
。
Ｃ
は
、
あ
る
年
の
春
、
専
門
家
の
助
言
を
受
け
果
実
の
成
長
を

促
進
し
、
果
実
の
品
質
も
よ
く
す
る
化
学
薬
品
甲
を
自
己
の
果
樹
園
に
投
入
し
た
。
そ
の
際
に
、
つ
い
で
に
隣
の
Ｄ
の
果
樹
園
に
も
同

求
償
利
得
に
お
け
る
、
他
人
の
事
務
処
理
活
動
に
対
す
る

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
原
理
と
し
て
の
事
務
管
理
法
理
の
位
置
づ
け

三
種
の
法
定
債
権
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
視
点

平

田

健

治
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様
に
散
布
し
た
。
Ｄ
は
当
時
長
期
の
旅
行
中
で
あ
っ
た
。
以
下
の
場
合
に
Ｃ
と
Ｄ
は
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
責
任
を
負
う
か
。

（
１
）
化
学
薬
品
甲
は
か
な
り
長
く
園
芸
で
使
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ま
で
一
般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
副
作
用
に
よ
り
、

Ｄ
の
果
樹
が
す
べ
て
枯
死
し
た
場
合

（
２
）
Ｃ
が
化
学
薬
品
甲
の
添
付
説
明
書
を
十
分
注
意
し
て
読
ま
な
い
で
、
誤
っ
た
投
与
の
方
法
を
用
い
た
た
め
に
、
Ｄ
の
果
樹
に

損
害
を
及
ぼ
し
た
場
合

（
３
）
Ｄ
の
果
樹
園
の
果
樹
は
、
化
学
薬
品
甲
の
投
与
に
適
さ
な
い
ほ
ど
樹
齢
が
高
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
Ｄ
は
、
化

学
薬
品
甲
を
投
与
す
る
予
定
で
い
た
が
、
突
然
の
旅
行
の
必
要
が
で
き
た
た
め
、
結
局
自
ら
投
与
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た

場
合

（
４
）
Ｄ
は
化
学
薬
品
の
投
与
に
つ
い
て
は
、
効
能
を
認
め
つ
つ
も
、
自
分
の
主
義
と
し
て
使
わ
な
い
方
針
で
あ
り
、
妻
に
常
日
頃

公
言
し
て
い
た
。
Ｃ
は
、
Ｄ
の
妻
は
留
守
番
で
在
宅
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
化
学
薬
品
甲
の
客
観
的
効
能
に
よ
り

Ｄ
も
同
意
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
つ
つ
、
投
与
に
つ
い
て
事
前
に
問
い
合
わ
せ
ず
、
投
与
し
た
が
、
甲
の
説
明
書
の
記

載
の
不
適
切
さ
に
よ
り
投
与
方
法
を
誤
解
し
た
た
め
、
果
樹
の
一
部
が
枯
死
し
た
場
合

﹇
設
例
３

(

�)

﹈
Ｅ
は
隣
人
Ｆ
が
留
守
中
に
、
隣
人
の
敷
地
内
の
樹
木
が
迫
り
つ
つ
あ
る
嵐
で
倒
れ
、
Ｆ
の
家
屋
に
損
害
を
与
え
る
と
考
え
、

切
り
倒
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
専
門
家
に
あ
と
で
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
樹
木
は
嵐
で
倒
れ
る
ほ
ど
弱
っ
て
は
い
な
い
こ
と
が
判
明
し

た
。
他
方
、
切
り
倒
し
た
樹
木
は
Ｆ
の
家
屋
の
日
照
妨
害
と
な
っ
て
お
り
、
Ｅ
の
行
為
が
Ｆ
の
利
益
に
も
な
っ
て
い
た
。
伐
採
さ
れ
た

樹
木
は
Ｆ
の
庭
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
Ｅ
と
Ｆ
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。

民
法
四
七
四
条

(

第
三
者
弁
済)

の
要
件
に
つ
き
、
一
般
的
な
制
約
と
し
て
、
第
一
項
但
書
に
お
い
て
、
債
務
の
性
質
と
当
事
者
の

論 説
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反
対
の
意
思
表
示
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
項
に
お
い
て
、
利
害
関
係
を
有
し
な
い
第
三
者
は
、
債
務
者
の
意
思
に
反
し
て
第
三
者
弁

済
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

後
者
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
意
思
は
、
第
一
項
が
「
意
思
を
表
示
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
単
に
「
債
務
者
の
意
思
」
と
あ

る
た
め
、
債
務
者
の
内
心
の
意
思
状
態
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
判
例
と
し
て
は
、
大
判
大
六
・
一
〇
・
一
八
民
録
二
三
輯
一
六
六
二
頁

が
あ
り
、
不
同
意
の
表
示
と
解
し
た
原
審
に
対
し
て
、
現
行
民
法
は
旧
民
法
を
変
更
し
た
も
の
と
説
明
し
つ
つ
破
棄
差
戻
し
て
い
る
。

学
説
は
、
第
三
者
弁
済
を
広
く
認
め
る
見
地
か
ら
、
こ
こ
で
の
利
害
関
係
を
（
事
実
上
の
推
定
を
も
加
味
し
つ
つ
）
広
く
認
め
、
他
方

で
、
内
心
の
意
思
と
理
解
し
つ
つ
、
そ
の
意
思
は
客
観
的
に
認
識
可
能
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
批
判
す
る

(

�)

。

と
こ
ろ
が
、
第
三
者
弁
済
と
い
う
第
三
者
の
行
動
を
事
務
管
理
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
事
務
管
理
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
内

外
に
お
い
て
争
い
が
あ
る
が

(

�)

、
民
法
七
〇
二
条
三
項
が
本
人
の
「
意
思
」
に
反
し
た
事
務
管
理
の
際
に
費
用
償
還
の
範
囲
を
現
存
利
益

に
制
限
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
本
人
の
（
内
心
の
）
意
思
と
の
一
致
の
有
無
は

(

�)

、
事
務
管
理

(

第
三
者
弁
済)

の
成

立
要
件
自
体
で
は
な
く
、
費
用
償
還
と
い
う
一
法
律
効
果
の
内
容
に
影
響
す
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。
委
託
を
受
け
な
い
保
証
人
の

求
償
権
の
範
囲
が
、
保
証
引
受
が
主
債
務
者
の
意
思
に
反
し
た
か
否
か
は
保
証
の
要
件
で
は
な
く
、
求
償
の
範
囲
を
異
な
ら
せ
る
に
す

ぎ
な
い
第
四
六
二
条
も
こ
れ
に
関
係
す
る
。

第
三
者
弁
済
と
い
う
制
度
と
事
務
管
理
と
い
う
制
度
は
イ
コ
ー
ル
で
な
い
か
ら
、
前
者
は
後
者
の
特
則
と
考
え
れ
ば
す
む
の
だ
ろ
う

か

(

�)

。
例
え
ば
、[

設
例
１]

に
お
け
る
、
Ｂ
の
Ａ
の
た
め
に
す
る
行
動
（
立
替
払
）
は
、
第
三
者
弁
済
の
観
点
か
ら
は
、
Ａ
の
真
意
と

の
合
致
で
そ
の
有
効
無
効
が
決
ま
り
、
他
方
で
は
、
事
務
管
理
の
観
点
で
は
、
Ａ
の
真
意
と
の
合
致
は
費
用
償
還
の
範
囲
決
定
に
の
み

影
響
す
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
法
者
は
本
当
に
そ
う
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
両
制
度
の
関
連
は
ど
う
解
す
る

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か

(

�)

。

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
第
三
者
弁
済
と
い
う
人
の
有
意
的
行
動
を
全
体
と
し
て
評
価
す
る
際
に
、
第
三
者
弁
済
、
不
当
利
得

(

求
償

利
得)

、
事
務
管
理
、
不
法
行
為
と
い
う
諸
制
度
と
そ
の
要
件
効
果
に
分
解
し
て
分
析
す
る
態
度
に
も
向
け
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
歴
史
的
産
物
で
あ
る
法
典
に
含
め
ら
れ
た
法
文
や
法
制
度
を
、
そ
の
歴
史
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
、
抽
象
的
に
完
結
し

た
制
度
相
互
の
関
係
に
還
元
し
て
解
釈
す
る
態
度
が
色
々
な
点
で
問
題
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

「
押
し
つ
け
ら
れ
た
利
得
」
と
い
う
問
題
に
典
型
的
に
現
れ
る
よ
う
に
、
出
捐
者
の
行
動
・
認
識
と
受
益
者
の
具
体
的
事
情
の
下
で
の

財
産
計
画
・
自
己
決
定
が
要
件
効
果
を
考
え
る
上
で
利
益
衡
量
的
に
せ
め
ぎ
合
う
場
に
お
け
る
、
不
当
利
得

(

求
償
利
得)

法
の
中
で

の
事
務
管
理
法
的
処
理
を
事
態
適
合
的
に

(

�)

考
え
る
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
個
々
の
具
体
的
制
度
に
織
り
込
ま

れ
た
要
件
効
果
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
第
三
者
弁
済
は
、
法
律
効
果
で
あ
る
償
還
額
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
要
件

自
体
に
、
償
還
権
利
者
・
償
還
義
務
者
の
行
為
態
様
が
反
映
す
る
と
い
う
意
味
で
格
好
の
素
材
な
の
で
あ
る
。

二
、
旧
民
法
か
ら
現
行
民
法
へ

旧
民
法
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
旧
民
法
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
修
正
と
い
う
形
で
成
立
し
た
。

旧
民
法
で
は
、
第
三
者
弁
済

(

利
害
関
係
が
な
い
場
合
に
は
債
務
者
又
は
債
権
者
の
承
諾
が
必
要
、
求
償
の
三
分
類)

、
保
証
人
の
求

償
権

(

三
分
類)

、
事
務
管
理
の
求
償
権

(

二
分
類
、
本
人
の
意
思
に
反
す
る
場
合
は
出
訴
日
の
現
存
利
益)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
財
産
編

四
五
三
条
・
四
五
四
条
、
債
権
担
保
編
三
〇
条
、
財
産
編
第
二
部
第
一
章
第
二
節
不
当
ノ
利
得
中
の
三
六
三
条
に
あ
っ
た
。

財
産
編
第
二
部
第
三
章
第
一
節
第
一
款

四
五
三
条

利
害
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
第
三
者
ノ
為
シ
タ
ル
弁
済
ノ
有
効
ナ
ル
為
メ
ニ
ハ
債
権
者
ノ
承
諾
ヲ
必
要
ト
セ

論 説
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ス
但
作
為
ノ
義
務
ニ
関
シ
債
権
者
カ
特
ニ
債
務
者
ノ
一
身
ニ
著
眼
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

又
債
務
者
ノ
承
諾
モ
之
ヲ
必
要
ト
セ
ス
但
利
害
ノ
関
係
ヲ
有
セ
サ
ル
第
三
者
ノ
弁
済
ニ
付
テ
ハ
債
務
者
又
ハ
債
権
者
ノ
承
諾
ア
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

四
五
四
条

弁
済
シ
タ
ル
第
三
者
ハ
法
律
又
ハ
合
意
ニ
依
リ
債
権
者
ノ
権
利
ニ
代
位
シ
タ
ル
場
合
ノ
外
其
権
ニ
基
キ
下
ノ
区
別
ニ
従
ヒ

債
務
者
ニ
対
シ
求
償
権
ヲ
有
ス

第
三
者
カ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
権
限
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
弁
済
シ
タ
ル
全
額
ノ
為
メ
求
償
権
ヲ
有
ス

事
務
管
理
ニ
テ
弁
済
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
弁
済
ノ
日
ニ
於
テ
債
務
者
ニ
得
セ
シ
メ
タ
ル
有
益
ノ
限
度
ニ
従
ヒ
求
償
権
ヲ
有
ス

債
務
者
ノ
意
ニ
反
シ
テ
弁
済
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
求
償
ノ
日
ニ
於
テ
債
務
者
ノ
為
メ
存
在
ス
ル
有
益
ノ
限
度
ニ
非
サ
レ
ハ
求
償
権
ヲ

有
セ
ス

債
権
担
保
編
第
一
部
第
一
章
第
二
節
第
二
款

三
〇
条

主
タ
ル
債
務
ヲ
弁
済
シ
其
他
自
己
ノ
出
捐
ヲ
以
テ
債
務
者
ニ
義
務
ヲ
免
カ
レ
シ
メ
タ
ル
保
証
人
ハ
債
務
者
ヨ
リ
賠
償
ヲ
受

ク
ル
為
メ
之
ニ
対
シ
テ
担
保
訴
権
ヲ
有
ス
但
左
ノ
区
別
ニ
従
フ

第
一

保
証
人
カ
債
務
者
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
テ
義
務
ヲ
負
担
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
債
務
者
ニ
義
務
ヲ
免
カ
レ
シ
メ
又
ハ
債
務
者
ノ
名
ニ
テ

弁
済
シ
タ
ル
元
利
、
其
担
当
シ
タ
ル
費
用
、
立
替
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
其
利
息
其
他
損
害
ア
ル
ト
キ
ハ
其
賠
償
ノ
金
額
ヲ
債
務
者
ヨ
リ

償
還
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
（
以
下
省
略
）

第
二

保
証
人
カ
債
務
者
ノ
不
知
ニ
テ
義
務
ヲ
負
担
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ノ
義
務
ヲ
免
カ
レ
シ
メ
タ
ル
日
ニ
於
テ
之
ニ
得
セ
シ
メ

タ
ル
有
益
ノ
限
度
ニ
従
ヒ
右
ノ
賠
償
ヲ
受
ク

若
シ
保
証
人
カ
債
務
者
ノ
意
ニ
反
シ
テ
義
務
ヲ
負
担
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
ノ
求
償
ノ
日
ニ
於
テ
債
務
者
ノ
為
メ
存
在
ス
ル
有
益
ノ

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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限
度
ニ
非
サ
レ
ハ
右
ノ
賠
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

財
産
編
第
二
部
第
一
章
第
二
節

三
六
一
条

何
人
ニ
テ
モ
有
意
ト
無
意
ト
又
錯
誤
ト
故
意
ト
ヲ
問
ハ
ス
正
当
ノ
原
因
ナ
ク
シ
テ
他
人
ノ
財
産
ニ
付
キ
利
ヲ
得
タ
ル
者

ハ
其
不
当
ノ
利
得
ノ
取
戻
ヲ
受
ク

此
規
定
ハ
下
ノ
区
別
ニ
従
ヒ
主
ト
シ
テ
左
ノ
諸
件
ニ
之
ヲ
適
用
ス

第
一

他
人
ノ
事
務
ノ
管
理

（
以
下
省
略
）

三
六
三
条

本
主
ハ
管
理
者
カ
管
理
ノ
為
メ
ニ
出
シ
タ
ル
必
要
又
ハ
有
益
ナ
ル
諸
費
用
ヲ
賠
償
シ
及
ヒ
管
理
者
カ
其
管
理
ノ
為
メ
ニ

自
身
ニ
負
担
シ
タ
ル
義
務
ヲ
免
カ
レ
シ
メ
又
ハ
其
担
保
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

若
シ
本
主
ノ
意
思
ニ
反
シ
管
理
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
管
理
者
ハ
出
訴
ノ
日
ニ
於
テ
存
在
ス
ル
費
用
又
ハ
約
務
ノ
有
益
ノ
限
度
ニ
非
サ

レ
ハ
賠
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案

(

プ
ロ
ジ
ェ)

に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
旧
民
法
成
立
前
の
旧
版
と
成
立
後
の
新
版
が
あ
る
。
以
下
に
簡
単
に

両
者
の
内
容
の
相
違
を
確
認
し
た
上
で
、
原
文
（
�
を
付
し
た
も
の
は
新
版
）
を
掲
記
す
る
。

第
三
者
弁
済
に
つ
い
て
は
、
旧
版

(

�)

に
お
い
て
は
、
三
分
類
は
存
し
な
い
が
、
新
版

(

�)

に
お
い
て
は
、
旧
民
法
と
同
様
に
、
求
償
の
三
分

類

(

委
任
、
事
務
管
理
者
、
債
務
者
の
意
に
反
す
る
場
合

(�
�����

le
�
��	
�

�
�)

か
誤
っ
て
自
己
の
債
務
と
考
え
支
払
っ
た
場
合)

が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

保
証
人
の
求
償
に
関
し
て
は
、
旧
版

(

�)

新
版

(

�)

と
も
に
、
旧
民
法
と
同
様
に
、
三
分
類

(
受
任
者
と
し
て
、
債
務
者
不
知
の
間
に
事
務
管

論 説
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理
者
と
し
て
、
債
務
者
の
意
思
に
反
す
る
場
合)

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

不
当
利
得
の
節
の
中
の
事
務
管
理
に
つ
い
て
は
、
新
版

(

�)

で
は
三
八
三
条
二
項
に
お
い
て
、
旧
民
法
と
同
様
に
、
本
人
の
意
思
に
反
す

る

(
co

n
tre

la
�����

��
d

u
�
�	�
�)

場
合
に
利
益
の
算
定
時
期
が
償
還
請
求
訴
訟
提
起
の
時
点
に
ず
ら
さ
れ
る
規
定
が
付
加
さ
れ
た
。

こ
の
意
味
に
つ
き
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
本
人
が
禁
止
な
い
し
抗
弁
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

(�
���


�
la


���

�
��

d
u
�
�	�
�)

と
注

釈
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
本
人
の
禁
止
の
有
無
と
償
還
の
範
囲
を
対
応
さ
せ
る
こ
の
箇
所
は
、
同
様
に
事
務
管
理
を

不
当
利
得
の
枠
内
で
扱
っ
て
い
る
母
法
の
フ
民
一
三
七
五
条
に
は
存
在
し
な
い
。

4
7

4
.

L
e

co
n

se
n

te
m

e
n

t
d

u
�
���

���

n
’e

st
p

as
�
�������
�

�
la

�������
d

u
p

ay
e

m
e

n
t

fait
p

ar
u

n
tie

rs,
��
��
�

���
o

u
n

o
n
,
�

m
o

in
s

q
u
’il

n
e

s’ag
isse

d
’u

n
e

o
b

lig
atio

n
d

e
faire

d
an

s
laq

u
e

lle
la

p
e

rso
n

n
e
�
��

�
d

u
�����

�



au
ra

���
p

rise
e

n
���

���
-

ratio
n
��
������

p
ar

le
�
���

���
.

Il
n
’e

st
p

as
�
�������
�

n
o

n
p

lu
s

q
u

e
le


�����

�



co
n

se
n

te
au

p
ay

e
m

e
n

t
fait

p
ar

u
n

tie
rs,

�
�
�
�

n
o

n
��
��
����

;
to

u
te

fo
is,

d
an

s
ce

d
e

rn
ie

r
cas,

si,
n

i
le

d
e

b
ite

u
r,

n
i

le
�
���

���
,
n

e
co

n
se

n
te

n
t

au
p

ay
e

m
e

n
t,

il
n

e
p

o
u

rra
av

o
ir

lie
u
.

4
7

5
.
��
��

��

��

�
�
�
�

d
e

s
cas

��
le

tie
rs

q
u

i
a
�
���

e
st

su
b

ro
g
e

p
ar

la
lo

i
o

u
la

co
n

v
e

n
tio

n
au

x
d

ro
its

d
u
�
�

��
���


,
il

a

co
n

tre
le

������



u
n

re
co

u
rs

d
an

s
la

m
e

su
re

d
u

p
ro

fit
q

u
e

le
p

ay
e

m
e

n
t

a
�

���


�
�

ce
lu

i-ci.

4
7

5(
n)

.
��
��

��

��

�
�
�
�

d
e

s
cas

��
le

tie
rs

q
u

i
a
�
���

e
st

��
�
���

p
ar

la
lo

i
o

u
la

co
n

v
e

n
tio

n
au

x
d

ro
its

d
u
�
���

���
�

il
a,

d
e

so
n

ch
e

f,
u

n
re

co
u

rs
co

n
tre

le
������


,
so

u
s

le
s

d
istin

ctio
n

s
su

iv
an

te
s:

S
’il

y
a

e
u

m
an

d
at:

p
o

u
r

to
u

t
ce

q
u
’il

a
�
���

d
an

s
la

m
e

su
re

d
u

m
an

d
at,

e
n

p
rin

cip
al,

��
��

�
��

e
t

frais;

S
’il

y
a

e
u

se
u

le
m

e
n

t
g
e

stio
n

d
’affaire

s:
d

an
s

la
m

e
su

re
d

e
���

������
�

���


�
�

au
�

����
�



au
jo

u
r

d
e

p
ay

e
m

e
n

t;

求償利得における事務管理法理の位置づけ



(阪大法学) 57 (4 56) 572 [2007.11]

S
’il

y
a

e
u

p
ay

e
m

e
n

t
�
�����

le
���	
��

�
o

u
si

ce
lu

i
q

u
i

a

��
�

a
cru

,
p

ar
e

rre
u

r,
p

ay
e

r
sa

p
ro

p
re

d
e

tte
:

d
an

s
la

m
e

su
re

se
u

le
m

e
n

t
d

e
���


	�	
�
re

stan
t

e
n

co
re

au
���	
��

�
au

jo
u

r
d

u
re

co
u

rs.

1
0

3
0
.

L
a

cau
tio

n
q

u
i

a
v

o
lo

n
taire

m
e

n
t

���

la
d

e
tte

p
rin

cip
ale

,
o

u
au

tre
m

e
n

t

����

��
au

��
�	
�

�
�

sa
�	����
	��

p
ar

u
n

sac-

rifice
p

e
rso

n
n

e
l,

a
co

n
tre

ce
lu

i-ci
u

n
e

actio
n

e
n

g
aran

tie
p

o
u

r
se

faire
in

d
e

m
n

ise
r,

so
u

s
le

s
d

istin
ctio

n
s

ci-�
��
�:

1
0

S
i

e
lle

s’e
st

��
�����

e
n

v
e

rtu
d
’u

n
m

an
d

at
d

u
���	
��

�,
e

lle
se

fait
re

m
b

o
u

rse
r

le
m

o
n

tan
t

d
u

cap
ital

e
t

d
e

s
	�

�
��

�

d
o

n
t

e
lle

a
�	����

le
���	
��

�
o

u
q

u
’e

lle
a

����

e
n

so
n

n
o

m
,

d
e

s
frais

q
u
’e

lle
a
��

su
p

p
o

rte
r,

d
e

s
	�

�
��

�

d
e

se
s

av
an

ce
s,

d
e

p
u

is
q

u
’e

lle
le

s
a

faite
s,

e
t

d
e

to
u

s
au

tre
s

d
o

m
m

ag
e

s-	�

���
�,

s’il
y

a
lie

u
;

au
d

it
cas

d
e

m
an

d
at,

la
cau

tio
n

p
e

u
t
�
��

�

ag
ir

p
o

u
r
�
��

	�
���

�
	���

,
�
��

q
u
’e

lle
a

su
b

i
co

n
d

am
n

atio
n

e
n

ce
tte

��
��	
�

;

2
0

S
i

e
lle

s’e
st

��
����

�
l’in

su
d

u
�
��	
�

�
�

e
t

co
m

m
e
�����



d
’affaire

s,
e

lle
o

b
tie

n
t

le
sd

ite
s
	�
�
��

�
	
�

�
d

an
s

la
m

e
su

re

d
e
���


	�	
�

����

���
au

�
��	
�

�
�

au
jo

u
r

d
e

sa
�	����
	��

;

3
0

S
i

e
lle

s’e
st

�
�
�����

�
�����

le
���	
��

�,
le

sd
ite

s
	�
���

�
	
��

n
e

lu
i

so
n

t

��
���

q
u

e
d

an
s

la
m

e
su

re
d

e
���


	�	
�
re

stan
t

au
���	
��

�
au

jo
u

r
d

e
so

n
re

co
u

rs.

3
8

1
.

Q
u

ico
n

q
u

e
se

tro
u

v
e

e
n

rich
i

d
u

b
ie

n
d
’au

tru
i

san
s

cau
se

���	
	�
�
,

v
o

lo
n

taire
m

e
n

t
o

u
san

s
sa

�
����


�
,

p
ar

e
rre

u
r

o
u

scie
m

m
e

n
t,

e
st

so
u

m
is

�
la

��
�
	
	��

d
e

ce
q

u
i

a
	�
��

�
�
�



��

��
�
�

so
n

p
ro

fit.

L
a

�����


�
d

isp
o

sitio
n

s’ap
p

liq
u

e
,

p
rin

cip
ale

m
e

n
t,

so
u

s
le

s
d

istin
ctio

n
s

faite
s

ci-�
���:

1
0

A
la

g
e

stio
n

d
e

s
affaire

s
d
’au

tru
i;
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3
8

3
.

D
e

so
n
����

,
le

�
����	

d
o

it
in

d
e

m
n

ise
r

le

����

�
d

e
to

u
te

s
le

s
��

	�
�	
�
�
��	�����	

�
o

u
u

tile
s

q
u
’il

a
faite

s
p

o
u

r
la

g
e

stio
n
,

e
t

le
�
���

��
	
�

o
u

le
g

aran
tir

d
e

s
e

n
g

ag
e

m
e

n
ts

q
u
’il

a
���

�������
p

e
rso

n
n

e
lle

m
e

n
t

au
�
��

	
titre

.

3
8

3(
n)

.
D

e
so

n
����

,
le

�
����	

d
o

it
in

d
e

m
n

ise
r

le

����

�
d

e
to

u
te

s
le

s
��


	
�
�	�

�
��	�����	�

o
u

u
tile

s
q

u
'il

a
faite

s
p

o
u

r

la
g
e

stio
n
,

e
t

le
����

��
	�
o

u
le

g
aran

tir
d

e
s

e
n

g
ag

e
m

e
n

ts
�
��	�����	�

o
u

u
tile

s
q

u
’il

a
���

������
�

p
e

rso
n

n
e

lle
m

e
n

t
au

�
��

	
titre

.

S
i

la
g

e
stio

n
a

e
u

lie
u

co
n

tre
la

�����
��

d
u

m
aitre

,
���

������
d

e
s
��

	�
�	�

o
u

e
n

g
ag

e
m

e
n

ts
n

e
s’e

x
am

in
e

q
u
’au

jo
u

r
d

e

l’actio
n

e
n

ju
stice

d
u

����

�.

旧
民
法
の
修
正
と
し
て
現
行
民
法
草
案
起
草
を
企
て
た
法
典
調
査
会
は
、
第
三
者
弁
済
の
成
立
範
囲
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
針

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
債
権
編
の
冒
頭
に
近
い
審
議
に
お
い
て
、
穂
積
委
員
は
債
権
の
人
的
要
素
を
重
視
し
、
ま
た
弁
済
後
の
効
果

も
考
慮
し
て
、
私
案
と
し
て
第
三
者
弁
済
に
つ
き
債
権
者
及
び
債
務
者
の
承
諾
を
必
要
と
す
る
と
い
う
提
案

(

�)

を
修
正
案
第
四
〇
四
条
と

し
て
出
し
た
が
、
こ
れ
は
旧
民
法
よ
り
も
成
立
要
件
の
厳
格
化
を
図
る
も
の
で
、
他
の
委
員
の
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
否
決
さ
れ
た

(

�)

。

こ
の
際
、
梅
謙
次
郎
は
、
第
三
者
弁
済
を
認
め
る
実
益
の
あ
る
例
と
し
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
で
遠
方
に
行
っ
て
い
る
間
に
本
人

が
忘
れ
て
い
た
債
務
の
期
限
が
到
来
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
穂
積
案
の
よ
う
に
制
約
を
大
き
く
設
定
す
る
考
え
方
は
、

事
務
管
理
の
一
般
の
規
則
と
精
神
に
お
い
て
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
る

(

�)

。

そ
こ
で
、
提
案
担
当
者
で
あ
る
穂
積
委
員
は
、
原
案
四
八
一
条
但
書
と
し
て
、
利
害
関
係
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
及
び
債

務
者
が
不
同
意
を
表
し
た
場
合
に
弁
済
で
き
な
い
規
定
（
但
シ
利
害
ノ
関
係
ヲ
有
セ
サ
ル
第
三
者
ハ
債
権
者
及
ヒ
債
務
者
カ
不
同
意
ヲ

表
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
弁
済
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
）
を
提
案
し
た

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
長
谷
川
委
員
は
当
初
、
債
務
者
の
承
諾
と
改
め
る
提

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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案

(

長
谷
川
第
一
提
案

(

�))

、
次
に
、
原
案
の
「
債
権
者
」
の
み
削
除
す
る
提
案

(

長
谷
川
第
二
提
案

(

�))

を
提
出
し
、
会
議
は
後
者
の
修

正
案
を
可
決
し
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
が
不
同
意
を
表
し
た
場
合
に
の
み
利
害
関
係
を
有
し
な
い
第
三
者
は
弁
済
で
き
な
い
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
あ
る
時
点
で
、
現
行
法
の
よ
う
な
「
債
務
者
の
意
思
に
反
し
て
」
と
い
う
表
現
に
改
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

「
民
法
修
正
案
原
稿

（
確
）
第
二
号

明
治
二
十
七
年
十
二
月
二
十
九
日
配
布
、
明
治
二
十
九
年
一
月

日
配
布
」(

日
本
学
術

振
興
会
）
と
あ
る
資
料
で
は
、
調
査
会
の
議
決
の
結
果
が
四
百
七
十
五
条
と
し
て
載
り
、
条
数
の
「
五
」
の
部
分
が
斜
線
で
「
三
」
と

改
め
ら
れ
、
但
書
の
部
分
が
調
査
会
可
決
修
正
案
の
表
現
か
ら
現
行
法
に
対
応
す
る
表
現
に
こ
れ
も
一
部
を
縦
棒
線
で
抹
消
し
た
上
で

タ
イ
プ
文
字
で
改
め
ら
れ
て
い
る
。

明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
開
催
の
第
十
回
民
法
整
理
会
で
は
、
当
時
四
百
七
十
条
で
あ
っ
た
が
、
利
害
関
係
の
な
い
第
三
者

に
関
す
る
部
分
は
但
書
か
ら
第
二
項
に
移
さ
れ
、
現
行
法
と
同
様
の
表
現
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
穂
積
委
員
が
以
下
に
引
用

す
る
よ
う
に
、
答
弁
に
お
い
て
第
二
項
の
「
意
思
」
に
つ
い
て
な
す
説
明
は
明
ら
か
に
な
お
「
不
同
意
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。

「
債
務
者
ガ
イ
カ
ナ
イ
、
不
同
意
ヲ
表
ス
ル
ト
云
フ
ノ
ハ
債
務
者
ガ
現
ニ
弁
済
シ
テ
貰
ヒ
タ
ク
ナ
イ
ト
云
フ
意
思
ヲ
表
示
ス
ル
カ
又

ハ
債
務
者
ノ
不
同
意
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ツ
テ
居
ナ
ガ
ラ
弁
済
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
ト
云
フ
ノ
デ
ア
ツ
テ

(

�)

…
…｣

。

ち
な
み
に
、
こ
の
あ
た
り
の
審
議
に
梅
発
言
が
な
い
の
は
、
病
気
に
よ
る
欠
席
に
よ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る

(

�)

。
原
案
作
成
や
提
案
理

由
説
明
の
担
当
で
も
な
い
た
め
、
審
議
の
延
期
や
調
整
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
の
ち
の
民
法
要
義

(

�)

で
梅
は
、
債
務
者
の
意
思
に

反
す
る
と
い
う
意
味
を
明
ら
か
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
図
に
即
し
た
説
明
を
し

て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
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現
行
民
法
に
は
な
い
が
、
法
典
調
査
会
に
お
い
て
は
、
原
案
四
八
二
条
（
債
務
者
ノ
意
思
ニ
反
シ
テ
弁
済
ヲ
為
シ
タ
ル
第
三
者
ハ
其

債
務
者
ノ
為
メ
利
益
ノ
現
存
ス
ル
限
度
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ニ
対
シ
テ
求
償
権
ヲ
有
セ
ス
）
が
存
在
し
た

(

�)

。
こ
れ
は
、
旧
民
法
四
五
四
条
四

項
に
対
応
す
る
も
の
で
、
債
務
者
の
意
に
反
す
る
弁
済
に
も
と
づ
く
求
償
を
求
償
時
に
お
け
る
現
存
利
益
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
者
弁
済
に
関
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
旧
版
と
新
版
の
相
違
と
し
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
保
証
人
の
求
償
や
事
務

管
理
に
よ
る
求
償
の
規
定
と
の
調
整
か
ら
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
旧
版
か
ら
旧
民
法
起
草
の
過
程
で
付
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

担
当
の
穂
積
委
員
は
、
前
条
で
あ
る
原
案
四
八
一
条
の
修
正
を
理
由
に
、
本
条
の
提
案
を
撤
回
す
る
と
説
明
し
た

(

�)

。
そ
の
意
図
は
、

前
条
で
、
原
案
は
債
権
者
か
つ
債
務
者
が
不
同
意
の
場
合
に
は
第
三
者
弁
済
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
債
務
者
の
み

不
同
意
の
場
合
に
は
第
三
者
弁
済
は
有
効
に
な
し
え
た
が
、
債
権
者
の
部
分
を
削
除
す
る
長
谷
川
第
二
案
が
通
っ
た
た
め
、
債
務
者
の

不
同
意
の
場
合
に
は
そ
も
そ
も
第
三
者
弁
済
は
有
効
に
な
し
え
な
く
な
っ
た
か
ら

(

こ
こ
で
の
債
務
者
の
意
に
反
す
る
を
不
同
意
と
同

義
に
解
し
た
上
で)

債
務
者
の
意
に
反
す
る
弁
済
の
償
還
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
理
解
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
条
但

書
で
の
場
面
は
利
害
関
係
が
な
い
第
三
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
に
は
利
害
関
係
あ
り
と
し
て
も
償

還
の
レ
ベ
ル
で
債
務
者
の
意
思
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

奥
田
委
員
の
、
債
務
者
の
知
ら
な
い
う
ち
に
弁
済
を
な
し
、
債
務
者
が
不
同
意
を
表
明
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
債
務
者
の
意
思
に
反

し
て
い
た
場
合
は
ど
う
な
る
か
と
の
質
問

(

�)

に
対
す
る
答
弁
は
明
確
で
は
な
い
。
穂
積
委
員
は
、
こ
こ
で
の
意
思
は
不
同
意
の
意
味
で
あ

り
、
も
は
や
真
意
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
述
べ
る

(

�)

。
富
井
委
員
が
真
意
に
反
し
て
い
て
も
全
部
求
償
が
で
き
る
と
補
足
し
た

(

�)

の
に
対
し

て

(

な
お
、
別
の
箇
所
で
、
不
同
意
と
意
思
に
反
す
る
こ
と
を
区
別
し
た
説
明
を
し
て
い
る

(

�))

、
穂
積
委
員
は
、
そ
う
す
る
と
も
と
の

意
味
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
反
論
し
て
い
る
が
、
審
議
は
そ
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。
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不
同
意
と
真
意
に
反
す
る
こ
と
を
区
別
す
る
か
ぎ
り
、
富
井
委
員
の
説
明
は

(

全
部
求
償
が
出
捐
時
の
有
益
性
を
基
準
と
す
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば)

正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
経
過
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
旧
民
法
に
お
い
て
「
不
同
意
」
の
意
味
で
「
意
思
に
反
す
る
」
を
用
い
て
い
た
と
い
う

(

ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
か
ら
の)

翻
訳
の
ま
ず
さ
に
起
因
し
つ
つ
、
両
者
の
表
現
に
い
か
な
る
意
味
を
込
め
る
か
と
い
う
点
で
の
混
乱
が
生

じ
た
。
こ
れ
は
、
債
務
者
な
い
し
事
務
管
理
の
本
人
の
意
思
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
か
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
第
三
者
弁
済
や
事
務
管
理
に
お
い
て
、
本
人
の
意
思
を
成
立
要
件
に
お
い
て
考
慮
す
る
か
、
効
果
に
お
い
て
考
慮
す
る
か
、
両
者

に
お
い
て
考
慮
す
る
か
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。

条
文
案
が
あ
る
時
点
で
調
査
会
の
議
決
か
ら
さ
ら
に
修
正
さ
れ
た
事
実
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
第
三
者
弁
済
、
保
証
人
、
事
務
管
理

そ
れ
ぞ
れ
の
求
償
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
意
思
」
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
不
同
意
か
ら
内
心
の
意
思
へ
と
ど
の
よ
う
な
理
由
で

い
つ
変
更
さ
れ
た
か
の
て
が
か
り
は
さ
し
あ
た
り
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
判
例
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
後
の
解
釈
が
内
心
の
意

思
を
基
準
と
す
る
に
至
っ
た
の
は
条
文
の
文
言
の
影
響
以
外
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
真
相
は
と
も
か
く
、
不
同
意
か
ら
内
心

の
意
思
へ
の
視
点
の
移
行
は
、
各
制
度
の
独
立
化
に
よ
り
諸
制
度
を
分
断
的
に
考
察
す
る
態
度
と
あ
い
ま
っ
て
、
第
三
者
弁
済
等
を
結

果
の
み
に
着
目
さ
せ
、
弁
済
の
前
後
の
弁
済
者
の
行
為
、
債
権
者
や
債
務
者
と
の
交
渉
な
ど
を
全
体
と
し
て
評
価
す
る
態
度
を
排
除
す

る
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
ド
民
六
八
三
条
の

(

全
額)

費
用
償
還
の
要
件
は
事
務
管
理
の
引
受
の
時
点
で
の
本
人
の
推
知
し
う
る
か
ぎ
り
で
の
意

思
と
の
一
致
で
あ
る

(

�)

。
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三
、
近
代
法
に
お
け
る
事
務
管
理
法
の
変
化
と
周
辺
の
制
度
へ
の
影
響

二
、の
末
尾
で
指
摘
し
た
視
点
の
移
行
の
原
因
の
一
つ
は
、
近
代
法
へ
の
移
行
の
過
程
で
、
ロ
ー
マ
法
源

(

そ
れ
自
体
ロ
ー
マ
の
具

体
的
法
制
度
と
い
う
文
脈
に
由
来
す
る)

を
一
般
的
抽
象
的
諸
制
度
に
転
換
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
者
弁
済
で
言
え
ば
、
ロ
ー

マ
の
強
制
執
行
制
度
の
厳
格
さ
か
ら
執
行
債
務
者
は
死
ま
た
は
奴
隷
化
の
お
そ
れ
に
お
び
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
三
者
弁
済
が
債
務

者
の
意
思
や
利
益
に
反
す
る
場
面
が
そ
も
そ
も
少
な
か
っ
た
た
め

(

�)

、
本
人
の
禁
止
と
い
う
限
定
的
な
例
外

(

ロ
ー
マ
法
源
に
も
と
づ
く

普
通
法
学
説

(

�))

を
認
め
れ
ば
足
り
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
近
代
法
へ
の
転
換
に
お
い
て

(

�)

、
そ
の
よ
う
な
前
提
が
な
く
な
り
、

本
人
の
意
思
な
い
し
利
益
と
い
う
抽
象
的
基
準
が
制
度
の
中
核
と
な
る
素
地
が
生
ま
れ
た
。

事
務
管
理
制
度
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
機
能
変
化
が
あ
る
。
も
と
も
と
、
本
人
の
不
在
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
事
態
を
基
礎
と
し
て

生
成
し
て
き
た
た
め
、
本
人
の
意
思
や
利
益
を
問
う
必
要
や
前
提
が
存
し
な
い
場
合
（
現
代
の
緊
急
事
務
管
理
に
対
応
す
る
）
が
中
心

的
適
用
場
面
で
あ
っ
た
が

(

�)

、
社
会
の
変
化

(
通
信
手
段
の
発
達
に
よ
る
、
本
人
と
の
連
絡
の
容
易
化)

や
制
度
の
整
備
に
よ
り
、
介
入

す
る
事
態
が
一
般
化
す
る
と
と
も
に
、
不
当
利
得
法
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
、
各
事
案
類
型
に
お
け
る
要
件
と
の
対
応
が
試
行
錯
誤

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
に
、
そ
れ
と
同
時
に
、
諸
制
度
が
一
般
化
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
務
者
な
い
し
本
人
の
利
益
が
異
な
っ
た
意
味
で
前
面

化
し
て
き
た
。
弁
済
代
位
制
度
な
ど
の
弁
済
後
の
法
律
効
果
が
債
務
者
に
及
ぼ
す
効
果
、
最
近
で
は
債
務
者
の
情
報
保
護
の
観
点
も
考

慮
す
べ
き
要
素
と
な
る
。
利
益
促
進
的
行
動
の
保
護
と
本
人
の
財
産
や
自
己
決
定
の
保
護
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
緻
密
に
か
つ
一
般
的
に

衡
量
す
る
基
準
が
求
め
ら
れ
る
に
至
る
。

こ
こ
で
、
債
務
者
な
い
し
本
人
の
意
思
を
、
明
示
的
不
同
意
な
い
し
承
諾
と
い
う
外
形
的
に
明
白
な
基
準
の
み
に
頼
る
の
で
は
な
く
、

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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内
心
の
意
思
を
も
基
準
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
思
に
関
す
る
介
入
者
の
配
慮
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

本
人
の
内
心
的
意
思
に
つ
い
て
調
査
探
求
す
る
義
務
を
措
定
し
、
真
意
探
求
義
務
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
義
務
は
ど
の
時
点

で
問
題
と
す
べ
き
か

(

介
入
前
に
も
考
え
る
か
否
か
、
本
人
と
の
事
前
交
渉
義
務
と
い
う
よ
う
な
形
に
拡
張
す
る
か
否
か
、
事
務
管
理

で
言
え
ば
、
通
知
義
務
、
報
告
義
務
、
善
管
注
意
義
務
が
関
連
す
る)

、
義
務
違
反
の
効
果
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か

(

義
務
違

反
を
事
務
管
理
規
定
の
適
用
の
可
否
に
直
結
す
る
か
否
か
、
違
反
の
効
果
を
損
害
賠
償
義
務
と
構
成
す
る
の
み
か
、
償
還
の
可
否
等
に

も
押
し
つ
け
ら
れ
た
利
得
禁
止
の
観
点
か
ら
関
連
づ
け
る
か
否
か
な
ど)

と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
行
民
法
七
〇
二
条

(

原
案
七
一
一
条)

の
審
議
内
容

(

�)

が
示
唆
的
で
あ
る
。

担
当
の
穂
積
委
員
は
、
冒
頭
で
、
第
三
項

(

本
人
の
意
思
に
反
す
る
管
理
に
つ
い
て
は
費
用
償
還
が
現
存
利
益
と
な
る)

に
つ
き
、

性
質
上
事
務
管
理
の
規
定
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
は
冒
頭
の
規
定

(

現
行
六
九
七
条)

に
よ
り
本
人
の
意
思
に
反
す
る
事
務
管
理
は
で

き
な
い
は
ず
で
、
こ
れ
は
不
当
利
得
の
規
定
で
あ
る
、
し
か
し
本
人
の
意
思
に
反
し
て
も
有
益
と
は
い
え
る
の
で
疑
い
を
決
す
る
た
め

こ
の
規
定
が
あ
る
と
し
た

(

�)

。

穂
積
委
員
が
こ
こ
で
理
解
す
る
意
思
は
、
現
行
六
九
七
条
に
関
連
づ
け
て
い
る
以
上
、
管
理
者
が
善
管
注
意
義
務
を
払
っ
た
な
ら
ば

認
識
可
能
な
意
思
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

梅
委
員
は
、
こ
れ
に
補
足
す
る
よ
う
に
語
る
。

不
法
の
事
務
管
理
で
あ
り
、
管
理
者
の
保
護
は
現
存
利
益
と
な
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
通
知
義
務
、
継
続
義
務
や
委
任
の
準
用

規
定
が
適
用
が
な
い
と
し
て
は
困(

37a)る
と(

�)。

梅
委
員
の
制
度
理
解
は
、
本
人
の
意
思
に
よ
り
法
律
効
果
が
異
な
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
反
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
事
務
管
理
制
度

の
諸
規
定
を
全
面
的
に
不
適
用
と
す
る
こ
と
の
不
都
合
を
示
唆
し
て
い
る
。
事
務
管
理
規
定
の
多
く
が
、
他
人
の
意
識
的
介
入
に
対
す
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る
本
人
の
利
益
保
護
ル
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
と
す
れ
ば
、
事
務
管
理
の
成
立
要
件
を
厳
格
に
解
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
的

介
入
に
対
す
る
（
不
法
行
為
法
の
み
に
解
決
を
ゆ
だ
ね
た
場
合
と
比
較
し
て
）
よ
り
事
態
適
合
的
な
規
範
の
適
用
の
可
能
性
を
排
除
し

て
し
ま
う
危
惧
が
語
ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う

(

�)

。

な
お
、
土
方
委
員
は
、
本
人
の
禁
止
に
反
し
て
管
理
行
為
を
し
た
場
合
で
も
不
当
利
得
と
な
る
こ
と
の
不
都
合
を
あ
り
が
た
迷
惑
と

述
べ
、
あ
ま
り
不
当
利
得
の
成
立
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
贈
与
と
見
て
も
よ
い
く
ら
い
で
、
第
三
項
の
削
除
を

提
案
し
て
い
る
が

(
�)

、
梅
委
員
に
よ
り
、
保
証
人
の
求
償
や
添
付
、
占
有
者
の
費
用
償
還
な
ど
を
援
用
し
つ
つ
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
そ
う

い
う
考
え
は
あ
っ
た
が
、
今
日
の
多
数
の
法
律
家
は
採
ら
な
い
と
反
論
さ
れ
て
い
る
が

(

�)

、
土
方
委
員
の
考
え
は
、
現
在
の
押
し
つ
け
ら

れ
た
利
得
禁
止
の
観
点
か
ら
は
あ
り
う
る
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
人
の
意
思
を
配
慮
す
る
時
点
の
問
題
が
あ
る
。
第
三
者
弁
済
は
弁
済
時
、
保
証
の
引
受
は
引
受
時
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
が
、
事
務
管
理
の
場
合
に
は
、
介
入
行
為
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
介
入
の
目
的
を
決
定
し
、
そ
れ
を
実
行
に

移
す
間
に
時
間
的
間
隔
が
な
い
よ
う
な
行
為
と
、
そ
の
間
の
間
隔
が
長
い
行
為
の
区
別
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
決
断
と
実
行
が

ほ
ぼ
連
続
し
て
な
さ
れ
、
そ
の
間
に
当
初
の
本
人
の
意
思
が
判
明
す
る
と
い
う
事
態
は
起
こ
り
に
く
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
種

類
の
行
為
で
は
、
実
行
に
至
る
前
に
本
人
の
意
思
が
判
明
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
手
段
を
変
更
す
る

必
要
や
介
入
を
断
念
す
る
必
要
も
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
枠
組
は
、
契
約
や
不
法
行
為
に
お
け
る
債
務
者
や
加
害
者
の
、
行
為

に
際
し
て
の
注
意
義
務
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
広
く
は
介
入
前
の
本
人
の
意
思
の
調
査
義
務
、
介
入
後
の
調
査
義
務
と
い
う
形
で
連
続
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

事
務
管
理
に
お
い
て
は
、
本
人
の
意
思
や
利
益
が
契
約
締
結
と
い
う
合
意
を
介
し
て
一
応
前
提
で
き
る
委
任
の
場
合
と
異
な
り
、
介
入

者
は
積
極
的
に
、
そ
の
解
明
に
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
従
い
行
動
す
る
か
、
抑
止
す
る
か
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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人
の
権
利
領
域
へ
の
介
入
開
始
の
一
時
点
で
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
介
入
の
前
後
を
通
じ
て
か
つ
個
々
の
介
入
行
為
ご
と
に
続

く
継
続
的
配
慮
義
務
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
民
法
が
定
式
化
し
た
、
費
用
償
還
の
要
件
判
断
時
点
と
し
て
の
事
務
管
理

の
引
受
と
そ
の
実
行
の
区
別

(

�)

は
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
介
入
の
時
点
に
不
法
行
為
的
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
か
否
か
と
問
う
だ
け

で
は
実
は
不
十
分

(

�)

で
あ
り
、
引
受
過
失
と
実
行
過
失
の
双
方
が
問
題
と
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、[

設
例
２]

は
、
ま
ず
Ｄ
の
真
意
の
探
求
義
務
違
反
の
有
無
が
、
Ｄ
へ
の
連
絡
の
可
否
、
Ｄ
の
妻
の
在

宅
確
認
の
有
無
な
ど
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
第
三
者
弁
済
、
事
務
管
理
、
不
当
利
得
、
不
法
行
為
、
所
有
者
占
有
者
関
係
規
定
な
ど
に
分
析

(

分

解)

し
て
考
え
る
従
来
の
立
場
は
、
そ
れ
ら
の
規
範
群
が
比
較
的
詳
細
で
あ
り
、
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
沿
革
に
よ
る
矛
盾
を
も
つ

ド
イ
ツ
法
の
下
で
は
、
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

ド
イ
ツ
民
法
六
七
八
条
は
、
本
人
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
予
見
可
能
な
場
合
に
は
、
そ
の
管
理
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
義
務
を

結
果
責
任
的
に
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
不
法
行
為
法
で
は
、
故
意
の
加
害
者
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
責
任
を
、
他
人
の
権

利
領
域
へ
の
意
識
的
介
入
行
為
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
適
合
的
に
、
介
入
に
つ
い
て
は
故
意
（
認
識)

、
本
人

の
意
思
の
認
識
可
能
性
に
つ
い
て
は
過
失
の
あ
る
者
に
も
拡
張
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

事
務
管
理
が
、
本
人
か
ら
介
入
者
へ
の
直
接
訴
権
、
介
入
者
か
ら
本
人
へ
の
反
対
訴
権
、
し
か
も
前
者
が
先
行
し
、
中
心
的
役
割
を

担
っ
た
モ
デ
ル
か
ら
近
代
法
化
す
る
過
程
で
、
反
対
訴
権
に
制
度
の
独
自
性
が
求
め
ら
れ
、
事
務
管
理
の
成
立
要
件
は
、
他
人
の
権
利

領
域
へ
の
意
識
的
介
入
と
い
う
態
様
か
ら
再
編
成
さ
れ
た
。
不
当
利
得
と
の
分
化
の
途
上
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
や
、
分
化
は
し
た
が

不
法
行
為
等
の
他
の
諸
制
度
と
の
調
整
が
未
完
成
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
は
、
さ
ら
に
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
つ
の
訴

権
が
も
と
も
と
有
し
て
い
た
機
能
や
要
件
の
非
対
称
性
、
跛
行
性

(

�)

は
事
務
管
理
制
度
の
法
典
上
で
の
独
立
化
と
い
う
現
象
の
陰
で
忘
れ

論 説
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去
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
現
代
の
解
釈
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ
る
そ
ご
が
、
そ
も
そ
も
法
典
の
構
造
自
体
に

根
ざ
し
た
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
現
時
点
に
お
け
る
（
再
）
認
識
が
重
要
だ
ろ
う
。

後
期
普
通
法
の
展
開
に
お
い
て
一
応
の
到
達
点
に
達
し
た
事
務
管
理
制
度
の
独
自
性
・
独
立
性
が
、
現
時
点
か
ら
見
て
、
果
た
し
て

破
綻
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
理
論
的
に
問
題
の
余
地
が
な
か
っ
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
事
務
管
理
意
思
の
要
件
と

し
て
の
一
般
化
と
、
そ
こ
で
の
本
人
の
意
思
の
要
件
の

(

事
務
管
理
意
思
の
顧
慮
の
対
象
と
し
て
と
償
還
義
務
の
成
立
要
件
と
し
て
の

二
重
の
意
味
で
の)
前
面
化
に
よ
っ
て
、
本
人
か
ら
管
理
者
へ
の
直
接
訴
権
が
事
務
管
理
意
思
を
要
せ
ず
事
務
処
理
と
い
う
客
観
的
事

実
か
ら
成
立
し
、
権
利
侵
害
の
排
除
と
い
う
観
点
で
当
初
は
、
不
法
行
為
や
不
当
利
得
に
他
な
ら
な
い
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

本
人
の
明
示
の
禁
止
に
反
す
る
場
合
が
不
法
行
為
な
い
し
不
当
利
得
と
い
う
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
有
益
的
事
務
管
理
は
、

必
要
的
事
務
管
理
と
異
な
り
、
利
得
思
想
に
依
拠
し
、
そ
れ
も
「
優
越
か
つ
明
白
な
利
益
」
を
要
件
と
す
る
立
法
例
（
そ
の
際
通
説
的

理
解
は
有
益
的
事
務
管
理
を
不
法
行
為
不
当
利
得
の
相
互
関
係
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
）
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
諸
問
題
が
、
違
法

性
排
除
（
継
続
義
務
の
正
当
化
）
や
費
用
償
還
の
利
得
不
要
と
い
う
効
果
を
一
般
的
に
伴
う
、
事
務
管
理
制
度
の
中
に
断
片
的
規
定
に

手
が
か
り
を
残
し
つ
つ
内
在
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
民
法
学
説
が
提
唱
し
、
定
着
し
て
い
る
、
事
務
管
理
の
正
当
な
場
合
と
正
当
で
な
い
場
合
へ
の
二
分
類
は
、
法
的
評
価
に
お

い
て
優
遇
さ
る
べ
き
介
入
行
為
と
そ
う
で
な
い
介
入
行
為
を
峻
別
し
、
前
者
に
の
み
事
務
管
理
規
定
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
し

て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
、(

ド
イ
ツ
民
法
に
も
流
れ
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の)

事
務
管
理
規
定
が
歴
史
的
に
果
た

し
て
き
た
機
能
を
一
面
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
が
問
題
と
し
て
き
た
、
事
務
管
理
の
行
為
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
的
機
能
が
働
く
場
を
狭

め
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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四
、
事
務
管
理
法
の
類
型
論

「
押
し
つ
け
ら
れ
た
利
得
」
と
い
う
観
点
は
、
か
つ
て
有、
益、
的、
事
務
管
理
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
論
点
や
そ
れ
を
規
律
す
る
立
法
内

容
と
多
く
は
重
な
る
。

ド
イ
ツ
法
の
費
用
償
還
の
扱
い
か
ら
の
示
唆
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

賃
貸
借
の
有
益
費
（
ド
民
五
三
九
条
）
で
は
、
事
務
管
理
規
定
へ
の
指
示
が
な
さ
れ
、
悪
意
占
有
者
の
必
要
費

(

ド
民
九
九
四
条
）

で
は
、
事
務
管
理
規
定
へ
の
指
示
が
な
さ
れ
、
善
意
占
有
者
の
有
益
費

(

ド
民
九
九
六
条
）
で
は
、
現
存
利
益
の
償
還
が
規
定
さ
れ
、

他
方
で
は
悪
意
占
有
者
の
有
益
費
で
は
、
償
還
の
完
全
な
否
定
が
規
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
費
用
償
還
と
事
務
管
理
の
観
点
の
交
錯
が
生
じ
て
い
る
。
費
用
償
還
は
も
と
も
と
物
の
維
持
保
存
や
利
用
上
の
有
益
性

増
加
と
い
っ
た
客
観
的
な
基
準
を
旨
と
す
る
。
し
か
し
、
賃
貸
借
や
悪
意
占
有
者
の
よ
う
に
、
他
者
の
物
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
、
契

約
を
介
し
て
ま
た
は
占
有
者
の
悪
意
を
介
し
て
、
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
そ
の
他
人
が
所
有
す
る
物
の
管
理
と
い
う
観
点

が
加
わ
っ
て
く
る
。
ド
イ
ツ
民
法
の
既
に
引
用
し
た
諸
規
定
は
、
か
よ
う
な
事
情
を
事
務
管
理
制
度
の
活
用
と
い
う
観
点
で
考
慮
し
て

い
る
と
評
価
で
き
る
。

例
え
ば
、
賃
貸
借
の
有
益
費
で
は
、
当
該
有
益
費
支
出
に
際
し
て
の
、
賃
借
人
の
賃
貸
人
と
の
交
渉
可
能
性
が
前
提
と
さ
れ
る
。
悪

意
占
有
者
の
必
要
費
で
は
、
所
有
者
の
利
益
配
慮
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
必
要
費
償
還
の
可
否
基
準
が
修
正
さ
れ
る
。
悪
意
占
有
者

の
有
益
費
で
は
、
善
意
の
場
合
の
現
存
利
益
基
準
と
は
異
な
り
、
他
人
の
権
利
領
域
（
所
有
物
）
へ
の
意
識
的
干
渉
禁
止
の
観
点
が

（
政
策
的
に
）
前
面
化
し
て
い
る
。
こ
の
際
に
、
賃
貸
借
の
有
益
費
と
同
様
の
規
律
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
が
、
必
要
費
で
も
、
悪
意

占
有
者
と
賃
借
人
と
を
異
な
っ
て
、
す
な
わ
ち
契
約
関
係
が
そ
も
そ
も
な
い
当
事
者
と
契
約
関
係
に
あ
る
当
事
者
を
異
な
っ
て
規
律
し

論 説



(阪大法学) 57 (4 67) 583 [2007.11]

よ
う
と
す
る
意
図
が
明
白
で
あ
る
。

五
、
現
行
法
の
解
釈
の
あ
り
方

そ
れ
で
は
、
日
本
民
法
の
解
釈
と
し
て
、
第
三
者
弁
済
、
委
託
を
受
け
な
い
保
証
、
事
務
管
理
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
利
得
の
問
題
を

ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
か
。

第
三
者
弁
済
は
、
事
務
管
理
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
利
害
関
係
の
有
無
で
法
文
上
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
類
型
に
応
じ
て
、

第
三
者
弁
済
の
有
効
性
や
弁
済
代
位
の
要
件
が
異
な
っ
て
く
る
。
利
害
関
係
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
介
入
の
動
機
の
合
理
性
が

推
定
さ
れ
な
い
か
ら
、
介
入
行
為
の
有
効
性
が
狭
く
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
う
な
ず
け
る
。

第
三
者
弁
済
に
関
す
る
現
行
法
の
立
法
過
程
か
ら
は
、
債
務
者
の
「
意
思
」
は
不
同
意
の
意
味
と
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か

し
、
第
三
者
弁
済
を
事
務
管
理
の
一
種
と
し
て
の
介
入
行
為
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
合
理
的
な
範
囲
に
お
い
て
、
債
務
者
の
明
示
の
意

思
の
み
な
ら
ず
、
潜
在
的
意
思
を
も
弁
済
者
は
弁
済
に
際
し
探
求
す
る
義
務

(

�)(

�)

を
負
う
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
義
務
に
反
す
る
介

入
、
す
な
わ
ち
注
意
義
務
を
尽
く
せ
ば
本
人
（
債
務
者
）
の
異
な
る
意
思
が
解
明
で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
弁
済
者
の
介
入

自
体
が
不
法
行
為
的
性
質
を
帯
び
、
第
三
者
弁
済
は
無
効
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
介
入
行
為
一
般
と
し
て
は
介
入
よ
り
生
じ
た
不
利

益
の
賠
償
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
に
述
べ
た
、
意
思
を
認
識
可
能
な
そ
れ
と
解
釈
す
る
有
力
説
に
無
効
基
準
の
点
で
は

結
果
的
に
一
致
す
る
。

し
か
し
、
義
務
を
尽
く
し
て
も
本
人
の
意
思
が
解
明
で
き
な
か
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
意
思
に
反
し
て
い
た
場
合
が
問
題
で
あ
る
。

平
田
春
二

(

�)

は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
参
照
し
つ
つ
、
本
人
の
意
思
と
の
合
致
を
事
務
管
理
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
立
場
か

ら
、
認
識
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に
過
失
が
な
い
場
合
で
も
、
事
務
管
理
は
成
立
し
な
い
と
す
る
。E

sse
r

/W
e

y
e

rs
(

�)

も
、
民
法
典
は
他

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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人
に
奉
仕
す
る
者
の
信
頼
の
保
護
よ
り
も
、
求
め
ざ
る
介
入
か
ら
の
本
人
の
保
護
を
優
先
し
た
と
説
明
す
る
。
他
方
で
は
、v

.B
ar
(

�)

は
、

介
入
の
要
件
を
介
入
行
為
の
合
理
的
理
由

(
re

aso
n

ab
le

g
ro

u
n

d)

に
も
と
め

(

�)

、
介
入
の
合
理
的
理
由
を
排
除
す
る
消
極
的
場
合
と
し

て
、
介
入
者
が
本
人
の
希
望
を
見
い
だ
す
合
理
的
機
会
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
な
か
っ
た
場
合
か

(

�)

、
介
入
が
本
人
の
希
望
に
反
し
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
場
合

(

�)

を
挙
げ
る
。
後
者
に
お
い
て
、
管
理
者
が
本
人
の
意
思
を
無
過
失
で
知
り
得
な

か
っ
た
場
合
に
も
、
介
入
の
正
当
性
を
排
除
し
な
い
と
す
る
。
比
較
法
的
観
点
か
ら
は
、
介
入
者
の
行
為
を
客
観
的
注
意
義
務
か
ら
統

一
的
に
と
ら
え
る
こ
の
よ
う
な
立
場
が
説
得
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
学
説
に
お
け
る
、
正
当
な
事
務
管

理
の
観
念
が
、
な
ぜ
一
般
不
法
行
為
の
行
為
義
務
と
異
な
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
加
重
さ
れ
た
形
で
介
入
者
の
注
意
義
務
を
と
ら
え

る
の
か
は
、
説
明
が
逆
に
困
難
だ
ろ
う
。
根
本
的
に
は
、
不
法
行
為
と
他
人
の
利
益
追
求
と
い
う
形
式
を
と
る
意
識
的
介
入
行
為
を
ど

う
関
係
づ
け
る
か
の
立
場
の
違
い
が
あ
ろ(

54a)う
。

こ
れ
に
は
、
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
う
る
。
探
求
義
務
違
反
は
な
い
が
結
果
と
し
て
真、
意、
に
反
し
た
場
合
に
第
三
者
弁
済
自
体
は
一

応
有
効
と
す
る
が
、
そ
の
先
の
処
理
が
異
な
っ
て
く
る
。
一
つ
は
、
出
捐
時
の
現
存
利
益
が
求
償
額
と
な
る
考
え
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ

は
、
求
償
時
の
現
存
利
益
額
に
限
定
す
る
考
え
で
あ
る
。
四
六
二
条
一
項
二
項
や
旧
民
法
に
お
け
る
分
類
で
は
、
本
来
、
本
人
の
明
示

の
意
思
に
反
し
た
介
入
の
有
無
で
区
別
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

近
時
の
押
し
つ
け
ら
れ
た
利
得

(

�)

の
観
点
を
導
入
す
る
と
す
れ
ば
、
求
償
は
介
入
の
可
否
と
い
う
客
観
的
観
点
と
い
う
よ
り
は
、
生
じ

た
結
果
に
よ
る
本
人
の
自
己
決
定
侵
害
の
有
無
・
程
度
と
い
う
主
観
的
観
点
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
出
捐
時
と
求
償
時
の
い
ず

れ
の
考
え
方
に
も
関
連
づ
け
え
、
主
観
的
利
益
算
定
に
よ
る
具
体
的
利
得
額
も
事
案
に
よ
り
異
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は

介
入
の
正
当
性
の
観
点
と
評
価
上
、
関
連
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
行
為
類
型
に
応
じ
て
政
策
的
に
調
整
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

事
務
管
理
の
一
類
型
と
し
て
と
ら
え
た
第
三
者
弁
済
の
場
合
に
は
、
第
三
者
弁
済
の
促
進
と
抑
制
に
、
そ
の
有
効
性
の
範
囲
と
求
償
の

論 説
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基
準
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
に
依
存
し
よ
う

(

�)

。

委
託
を
受
け
な
い
保
証
人
の
求
償
に
関
す
る
四
六
二
条
も
、
従
来
は
第
三
者
弁
済
の
規
律
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
、
同
様
の
観
点
か
ら
第
三
者
弁
済
の
要
件
と
調
和
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
旧
民
法
以
来
、
単
に
保
証
の
引
受
が
結
果
的
に
主
債

務
者
の
意
思
に
反
し
て
い
た
か
否
か
で
異
な
る
扱
い
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
明
示
の
禁
止
を
主
債
務
者
の

認
識
可
能
な
意
思
一
般
に
拡
張
す
る
こ
と
で
、
保
証
人
（
と
な
ろ
う
と
す
る
者
）
は
介
入
前
か
ら
主
債
務
者
の
意
思
の
調
査
義
務
を
課

せ
ら
れ
、
そ
の
知
り
得
た
結
果
に
応
じ
て
、
保
証
の
引
受
の
決
断
に
反
映
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
引
受
自
体

が
他
人
の
権
利
領
域
へ
の
介
入
と
し
て
の
不
法
行
為
的
性
質
を
帯
び
、
賠
償
義
務
が
生
ず
る
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)
S

to
ljar,

In
te

rn
atio

n
al

E
n

cy
clo

p
e

d
ia

o
f

C
o

m
p

arativ
e

L
aw

,
V

o
lu

m
e

X
,

C
h

ap
te

r
1

7
N

e
g

o
tio

ru
m

G
e

stio
(

1
9

8
4)

p
.

5
5

e
t

se
q
.

の
設
例
を
修
正
し
た
も
の
。

(

�)
B

atsch
,

A
u

fw
e

n
d

u
n

g
se

rsatzan
sp

ru
ch

u
n

d
S

ch
ad

e
n

se
rsatzp

flich
t

d
e

s
�
����

�����	
�

�
�

im
F

alle
b
e

re
ch

tig
te

r
u

n
d

u
n

b
e
-

re
ch

tig
te

r
�
�
���

�����	
�

�
�


o
h

n
e

A
u

ftrag
,

A
cP

1
7

1(
1

9
7

1)
,

2
2

4

の
設
例
を
修
正
し
た
も
の
。

(

�)
F

rau
k

e
W

e
rn

e
ck

e
,

A
b

w
e

h
r

u
n

d
A

u
sg

le
ich

���
���
��

��

B

e
re

ich
e

ru
n

g
e

n
”

im
�
	

�
����

��
R

e
ch

t
(

2
0

0
4)

S
.

4
2

9

の
設

例
を
修
正
し
た
も
の
。

(

�)

我
妻
・
新
訂
債
権
総
論

(

民
法
講
義
Ⅳ)

(

昭
三
九)
二
四
五
頁

(

第
三
者
が
弁
済
す
る
際
に
確
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ

を
認
識
し
う
る
客
観
的
な
事
情
も
相
当
に
顕
著
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る)

、
於
保
・
債
権
総
論
﹇
新
版
﹈(

昭
四
七)

三
五
四
頁

(

解
釈
論
上
、
か
な
り
調
整
す
る
余
地
が
あ
り
う
る
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
明
白
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
う)

、
奥
田
・
債
権
総
論

[

増
補
版
﹈(

平
四)

四
九
六
頁
、
前
田
・
口
述
債
権
総
論
第
三
版

(
平
五)
四
四
三
頁
、
平
井
・
債
権
総
論
第
二
版

(

平
六)

一
八
七
頁
、

潮
見
・
債
権
総
論
Ⅱ
﹇
第
２
版
﹈(

平
一
三)

一
九
一
頁
な
ど
。

本
文
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
最
後
に
述
べ
る
私
見
と
結
果
的
に
一
致
す
る
が
、
事
務
管
理
に
お
け
る
真
意
調
査
義
務
と
い
う
構
成
に
由
来

す
る
も
の
で
は
な
い
点
が
異
な
る
。

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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ま
た
、
利
害
関
係(

学
説
は
対
立
す
る
、
こ
の
点
に
つ
き
、
倉
田
監
修
・
要
件
事
実
の
証
明
責
任
債
権
総
論
二
四
七
頁
﹇
春
日
偉
知
郎])

、

債
務
者
の
意
思
に
関
す
る
立
証
責
任
を
ど
う
解
す
る
か
に
も
依
存
す
る
。
判
例
は
当
初
第
三
者
が
債
務
者
の
意
思
に
反
し
な
い
こ
と
を
立
証

す
べ
き
と
し
た
（
大
判
大
六
・
一
〇
・
一
八
民
録
二
三
輯
一
六
六
二
頁
）
が
、
学
説
（
前
田
・
前
掲
四
四
四
頁
、
潮
見
・
前
掲
一
九
一
頁
な

ど
）
に
は
反
対
が
多
い
。
大
判
大
九
・
一
二
・
六
民
録
二
六
輯
一
九
頁
は
、
弁
済
を
し
た
第
三
者
が
無
効
を
主
張
し
た
事
案
で
あ
る
が
、
そ

の
前
提
と
し
て
利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
の
弁
済
は
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
か
ら
、
例
外
的
に
無
効
を
主
張
す
る
者
が
、
債
務
者
の
意
思

に
反
す
る
点
を
立
証
す
べ
き
と
し
た
。
前
掲
大
正
九
年
判
決
に
よ
っ
て
前
掲
大
正
六
年
判
決
の
立
場
が
変
更
さ
れ
た
と
す
る
者
が
多
い

(

我

妻
、
旧
注
民(
�)
六
四
頁
﹇
奥
田])

。
そ
の
後
の
大
判
昭
九
・
九
・
二
九
新
聞
三
七
五
六
号
七
頁
は
、
債
務
者
が
弁
済
の
有
効
性
を
争
っ
た

事
案
で
、
反
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
債
務
者
の
意
思
に
反
し
な
い
と
認
定
す
る
こ
と
が
相
当
と
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
す
る
と
、
判
例
は
、
第

三
者
弁
済
の
原
則
的
有
効
性
か
ら
出
発
し
、
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
者
が
債
務
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
を
立
証
す
べ
き
と
す
る
よ
う
で

あ
る
が
、
現
在
の
判
例
の
立
場
は
明
確
で
は
な
い
。

(

�)

新
版
注
釈
民
法
（
18
）(
平
三)

一
三
一
頁
以
下
﹇
高
木
多
喜
男]

。

(

�)

通
説
は
、
第
七
〇
〇
条
か
ら
、
成
立
要
件
は
本
人
の
意
思
と
の
不
一
致
が
明
ら
か
で
は
な
い
点
を
挙
げ
る
た
め
、
不
一
致
が
通
常
の
注

意
で
認
識
可
能
で
な
い
場
合
に
は
本
人
の
意
思
に
反
し
て
い
て
も
事
務
管
理
は
成
立
す
る
。

(

�)

求
償
利
得
に
事
務
管
理
規
定
の
類
推
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
藤
原
・
不
当
利
得
法

(

平
一
四)

二
八
九
頁
。

(

�)

な
お
、
前
掲
・
新
版
注
民
一
六
四
頁
以
下
﹇
高
木]

。
(

�)

要
件
事
実
的
に
は
、
加
藤
雅
信
の
提
唱
す
る
統
一
的
請
求
権
論(

財
産
法
の
体
系
と
不
当
利
得
法
の
構
造(

昭
六
一)

五
二
三
頁
以
下)

の

よ
う
に
、
各
制
度
の
要
件
効
果
が
訴
訟
の
各
当
事
者
の
主
張
の
累
積
に
よ
り
、
属
性
が
重
畳
し
て
決
定･

解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
。

(

�)
G

.
B

o
isso

n
ad

e
,

P
ro

je
t

d
e

C
o

d
e

C
iv

il
p

o
u

r
l’E

m
p

ire
d

u
Jap

o
n
�����

�
���

�
d
’u

n
co

m
m

e
n

taire
,

T
o

m
e
.

2
(

1
8

8
3)

p
.

4
9

4
.

以

下
はP

ro
je

t

と
し
て
引
用
。

(

�)
P

ro
je

t,
N

o
u

v
e

lle
�
	

�
��

T
o

m
e
.

2
(

1
8

9
1)

p
.

5
4

8
.
(

�)
P

ro
je

t,
T

o
m

e
.

4
(

1
8

8
9)

p
.

6
4
.

(

	)
P

ro
je

t,
N

o
u

v
e

lle
�
	

�
��

T
o

m
e
.

4
(

1
8

9
1)

p
.

6
8
.

(


)
P

ro
je

t,
N

o
u

v
e

lle
�
	

�
��

T
o

m
e
.

2
(

1
8

9
1)

p
.

2
9

5
.

第
一
項
の
下
線
部
分
が
第
二
項
と
と
も
に
付
加
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三

(

商
事
法
務
研
究
会
版)

(

以
下
、
単
に
「
速
記
録
」
と
し
て
引
用)

三
一
頁
下
段
。
穂
積
委
員
の

論 説
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考
え
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
承
諾
を
要
件
と
し
た
と
し
て
も
、
両
者
の
利
益
に
な
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
承
諾
す
る
は
ず
で
、
そ
う
で
は
な
い
場

合
は
、
問
題
が
あ
る
の
で
、
認
め
る
必
要
が
な
い
と
述
べ
た
。

(
�)

速
記
録
三
七
頁
下
段
。
以
上
の
経
緯
に
つ
き
、〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
八
）
民
商
八
二
巻
四
号
一
〇
八
頁
以
下
﹇
松
岡
久
和]

。

(
�)
以
上
に
つ
き
、
速
記
録
三
三
頁
下
段
か
ら
三
六
頁
下
段
。

(

�)
速
記
録
二
三
二
頁
下
段
。〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
三
八
）
民
商
九
二
巻
四
号
一
四
〇
頁
以
下
﹇
松
岡
久
和]

。

(

�)

速
記
録
二
四
〇
頁
上
段
。
前
掲
・
�史
料
〉
債
権
総
則
（
三
八
）
一
四
七
頁
下
段
﹇
松
岡
久
和]

。
こ
の
案
に
対
し
て
、
井
上
委
員
は
、

そ
れ
で
は
債
務
の
弁
済
に
限
っ
て
事
務
管
理
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
問
い

(

速
記
録
二
四
八
頁

下
段)

、
穂
積
委
員
が
、
井
上
委
員
が
挙
げ
た
例

(

債
務
者
が
外
国
に
滞
在
中
に
履
行
期
限
が
来
て
、
差
押
と
か
競
売
に
な
り
そ
う
だ
と
い

う
場
合)

で
あ
れ
ば
、
ま
だ
審
議
前
だ
が
た
ぶ
ん
緊
急
事
務
管
理
と
し
て
さ
ら
に
例
外
が
認
め
ら
れ
そ
う
だ
と
答
弁
し
て
い
る
。

(

�)

速
記
録
二
四
九
頁
上
段
。
前
掲
・
�史
料
〉
債
権
総
則
（
三
八
）
一
五
三
頁
上
段
﹇
松
岡
久
和]

。

(

�)

速
記
録
二
五
〇
頁
上
段
。
前
掲
・
�史
料
〉
債
権
総
則
（
三
八
）
一
五
三
頁
下
段
﹇
松
岡
久
和]

。

(

�)

民
法
整
理
会
議
事
速
記
録
（
商
事
法
務
研
究
会
版
）
二
五
七
頁
上
段
。

(

	)

こ
の
点
は
、
福
島
正
夫
編
・
民
法
成
立
過
程
研
究
会
・
明
治
民
法
の
制
定
と
穂
積
文
書
（
昭
三
一
）
六
九
頁
の
表
か
ら
伺
え
る
。

(


)

民
法
要
義
巻
ノ
三
債
権
編

(

訂
正
増
補
第
三
三
版
（
大
正
元
年)

・
復
刻
版

(

昭
五
九
年))

二
三
六
頁
。

(

�)

速
記
録
二
五
〇
頁
上
段
。〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
三
九
）
民
商
九
二
巻
五
号
一
三
二
頁
﹇
平
田
健
治]

。

(

�)

速
記
録
二
五
〇
頁
下
段
。

(

)

速
記
録
二
五
〇
頁
下
段
。
前
掲
・
�史
料
〉
債
権
総
則
（
三
九
）
一
三
三
頁
上
段
﹇
平
田
健
治]

。

(

�)

速
記
録
二
五
〇
頁
下
段
か
ら
二
五
一
頁
上
段
。
前
掲
・
�史
料
〉
債
権
総
則
（
三
九
）
一
三
三
頁
上
段
か
ら
下
段
﹇
平
田
健
治]

。

(

�)

速
記
録
二
五
一
頁
上
段
。
前
掲
・
�史
料
〉
債
権
総
則
（
三
九
）
一
三
三
頁
下
段
﹇
平
田
健
治]

。

(

�)

速
記
録
二
三
五
頁
下
段
か
ら
二
三
六
頁
上
段

(

原
案
四
八
一
条
と
四
八
二
条
が
衝
突
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
横
田
委
員
の
質
問
に

対
し
て
、
四
八
二
条
は
債
権、
者
が
不
同
意
を
表、
し、
な、
か、
っ、
た、
場
合
一
般
に
適
用
が
あ
り
、
そ
の
際
債
務、
者
は
不
同
意
を
表、
し、
た、
場
合
と
表、
し、

な、
か、
っ、
た、
が
内、
心、
の、
意、
思、
に、
反、
し、
た、
場
合
と
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
を
答
弁
し
て
い
る
。)

。
前
掲
・
史
料
債
権
総
則
（
三
八
）
五
八
二
頁
下
段

[

松
岡
久
和]

。

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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(

�)

こ
の
要
件
の
立
法
過
程
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
事
務
管
理
法
の
構
造
・
機
能
の
再
検
討
」(

三
・
完
）
民
商
法
雑
誌
九
〇
巻

一
号
（
昭
五
九
）
五
三
頁
注(

�)

。

(

�)
W

e
rn

e
ck

e
,

a.a.O
.,

S
.

4
4

7
.

(
�)

W
in

d
sch

e
id

-K
ip

p
,

P
an

d
e

k
te

n
B

d
.2

9
.A

u
fl.(

1
9

0
6)
§

4
3

0
A

n
m

.1
9
(

S
.

9
2

1)
(

管
理
者
が
本
人
の
禁
止
に
反
し
て
当
該
犠
牲
を
供

し
た
場
合
に
は
あ
ら
ゆ
る
償
還
請
求
が
脱
落
す
る
、
も
っ
と
も
第
三
者
弁
済
に
触
れ
る§

3
4

2
4
.a
(

S
.

4
2

5)

で
は
、
債
務
者
の
同
意
は
不
要
、

反
対
す
ら
第
三
者
弁
済
の
有
効
性
を
妨
げ
ず
、
債
権
者
も
第
三
者
に
よ
る
弁
済
を
拒
絶
で
き
な
い
と
す
る)

;
B

rin
z,

P
an

d
e

k
te

n
,

B
an

d
.2

,1

2
.A

u
fl.(

1
8

7
9)

S
.

4
4

8
(

第
三
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
の
受
領
拒
絶
は
遅
滞
責
任
を
発
生
さ
せ
る
と
す
る)

;
S

to
ljar,

o
p
.

cit.,
p
.

6
0
.

(

�)
M

u
g

d
an

,
II
(

1
8

9
9)

S
.

4
7

9
(

M
o

tiv
e)

は
、
現
行
ド
民
六
七
八
条
の
審
議
に
お
い
て
、
本
人
の
禁
止
と
い
う
要
件
か
ら
本
人
の
認
識

可
能
な
意
思
へ
の
要
件
の
一
般
化
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
な
お
、B

atsch
,

A
cP

1
7

1
,

2
2

6

は
、
ド
民
六
八
三
条
の
要
件
判
断
に
つ
き
、

本
人
の
意
思
と
の
合
致
の
有
無
は
客
観
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
管
理
者
の
認
識
可
能
性
の
有
無
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
こ
の
理

解
は
、
立
法
者
の
説
明
と
矛
盾
し
、
ま
た
の
ち
の
学
説
に
も
支
持
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
客
観
的
に
」
は
、
過
失
判
断

に
お
け
る
管
理
者
本
人
の
注
意
レ
ベ
ル
に
は
よ
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
か
も
し
れ
な
い
。

(

�)
S

to
ljar,

o
p
.cit.,

p
.

2
0
.

こ
の
よ
う
な
場
面
に
限
れ
ば
、｢

事
務
管
理
の
積
極
性
は
、
原
子
論
的
社
会
観
に
根
差
せ
る

[

、]

か
の
法
理

念
の
現
実
の
法
秩
序
に
於
け
る
限
界
を
指
示
す
る｣

(

磯
村
・
不
当
利
得
論
考

(

平
一
八)

一
一
二
頁([]

部
分
は
筆
者
の
付
加))

と
い
っ

て
よ
い
。

(

�)

法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
五
（
商
事
法
務
研
究
会
版
）
一
四
二
頁
以
下
。

(

�)

前
掲
・
一
四
三
頁
上
段
か
ら
下
段
。

(

37a)

念
頭
に
置
い
て
い
る
場
合
は
、
本
人
の
禁
止
が
あ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
通
知
義
務
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
内
心
の
意
思
に
反

す
る
場
合
も
含
め
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

(

	)

前
掲
・
一
四
五
頁
上
段
か
ら
一
四
六
頁
上
段
、
一
四
八
頁
下
段
か
ら
一
四
九
頁
上
段
。

(


)

こ
こ
に
、
事
務
管
理
法
の
二
大
機
能
と
し
て
の
、
代
理
関
係
と
行
為
関
係
の
う
ち
の
、
後
者
の
機
能
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ

と
も
不
法
行
為
法
か
ら
も
、
先
行
行
為
に
も
と
づ
く
注
意
義
務
の
よ
う
な
構
成
で
同
様
の
帰
結
を
導
く
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

う
な
る
と
、
各
制
度
の
コ
ア
を
何
に
求
め
る
か
と
い
う
制
度
間
の
調
整
の
問
題
と
な
ろ
う
。

(

�)

前
掲
・
一
四
三
頁
下
段
か
ら
一
四
四
頁
上
段
。

(

�)

前
掲
・
一
四
六
頁
下
段
。
(

)
B

atsch
,

A
cP

1
7

1
(

1
9

7
1)

,
2

2
4
.(

引
受
と
実
行
の
区
別
は
、
内
心
の
引
受
を
外
部
化
す
る
も
の
は
す
で
に
実
行
で
あ
る
か
ら
、
現
実

論 説
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に
は
十
分
な
し
え
ず
、
正
当
な
引
受
を
介
入
の
正
当
化
理
由
と
す
る
の
は
空
虚
な
定
式
で
あ
る
、
管
理
者
は
実
行
に
よ
っ
て
本
人
の
権
利
領

域
に
初
め
て
介
入
す
る
、
引
受
に
加
え
て
実
行
も
義
務
に
か
な
っ
て
な
す
場
合
に
正
当
化
を
語
り
う
る
と
い
う
べ
き
で
、
こ
れ
は
債
権
的
権

限
に
基
く
正
当
化
と
い
う
自
明
性
に
帰
着
す
る)

(
�)
現
実
に
は
、
費
用
償
還
と
善
管
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
の
間
で
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、

従
来
漠
然
と
前
提
と
さ
れ
て
き
た
、
事
務
管
理
に
お
け
る
費
用
償
還
の
独
自
性
と
い
う
も
の
の
中
身
も
再
検
討
を
要
し
よ
う
。

(

�)
W

e
rn

e
ck

e
,

a.a.O
.,

S
.

5
8

6

は
、
第
三
者
弁
済
に
よ
る
求
償
利
得
を
安
易
に
認
め
る
と
、
事
務
管
理
法
上
の
押
し
つ
け
保
護
が
背
後
か

ら
崩
さ
れ
て
し
ま
う
と
す
る
。

(

�)

磯
村
・
前
掲
書
一
一
七
―
一
五
一
頁
に
お
け
る
史
的
分
析
（
早
期
普
通
法
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
、
後

期
普
通
法
）
に
鮮
や
か
で
あ
る
。
本
人
の
明
示
的
な
禁
止
に
反
す
る
場
合
、
緊
急
的
事
務
管
理
に
対
比
さ
れ
る
有
益
的
事
務
管
理
の
場
合
に

つ
き
、
同
書
一
三
二
頁
以
下
。

(

�)

も
っ
と
も
、
磯
村
・
前
掲
書
一
九
八
頁
以
下
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
契
約
法
を
も
含
め
た
各
制
度
相
互
の
理
解
、
そ
れ
ら

の
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開
に
も
依
存
す
る
わ
け
で
あ
る
が
。

(

�)

ド
イ
ツ
法
の
規
範
文
脈
（
す
な
わ
ち
損
害
賠
償
の
原
状
回
復
主
義
な
ど
）
の
下
で
は
あ
る
が
、
事
務
管
理
者
に
通
知
義
務
を
介
し
、
本

人
の
真
意
探
求
義
務
を
構
成
し
、
そ
の
違
反
の
有
無
と
求
償
の
可
否
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、W

e
rn

e
ck

e
,

a.a.O
.,

S
.

4
2

7
.

利
得
調
整

の
要
件
と
し
て
、
事
務
管
理
者
の
前
倒
し
さ
れ
た
通
知
義
務
違
反
も
、
本
人
の
意
思
評
価
義
務
の
違
反
も
存
在
し
な
い
場
合
を
設
定
す
る
。

こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
、
本
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
除
去
請
求
権
が
根
拠
づ
け
ら
れ
、
同
時
に
管
理
者
の
本
人
に
対
す
る
利
益
返
還

請
求
権
の
排、
除、
が
生
ず
る
。v

.B
ar,

B
e

n
e

v
o

le
n

t
In

te
rv

e
n

tio
n

in
A

n
o

th
e

r’s
A

ffairs,(
2

0
0

6)

が
提
案
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ル
ー
ル
も
真
意

探
求
義
務
に
つ
い
て
は
同
様
の
方
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
有
益
的
事
務
管
理
に
お
い
て
、
本
人
の
承
認
（
な
い
し
追
認
）
を
取
り
つ

け
る
義
務
を
課
す
Ａ
Ｌ
Ｒ
二
三
八
条
、
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
三
七
条
が
参
考
と
な
る
。
ま
た
、
ド
民
六
八
一
条
第
一
文
も
実
質
的
に
は
有
益
的
事

務
管
理
に
つ
い
て
、
本
人
の
判
断
を
仰
ぐ
義
務
を
課
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。

(

�)

民
法
六
九
九
条
の
解
釈
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
有
力
で
あ
る
。
例
え
ば
、
四
宮
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
上
）

(

昭
五
六
）
二
八
頁
注
（
一
）
は
、
本
条
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
本
人
の
決
定
を
ま
っ
て
も
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
本

人
の
回
答
を
ま
つ
べ
き
だ
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
前
掲
・
新
版
注
民
二
四
九
頁
も
同
旨
。
な
お
、
第
三
者
弁
済
の
要
件
を

求償利得における事務管理法理の位置づけ
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扱
う
大
判
大
六
・
一
〇
・
一
八
の
判
例
批
評
に
お
い
て
、
三
瀦
・
法
協
三
六
巻
四
号
一
〇
五
頁
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
債
務
者
の
内
心
の

意
思
が
基
準
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
つ
つ
、
立
法
論
と
し
て
は
、
第
三
者
が
予
め
債
務
者
に
諾
否
を
徴
し
、
し
か
る
後
に
弁
済
を
な
す

べ
き
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
者
と
債
務
者
の
保
護
を
同
時
に
は
か
れ
る
と
し
て
い
た
し
、
曄
道
・
京
都
法
学
会
雑
誌
一
三
巻
四
号
九

二
頁
は
、
第
三
者
弁
済
の
要
件
の
旧
民
法
か
ら
現
民
法
へ
の
改
正
が
債
務
者
の
利
益
と
実
際
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
な
さ
れ
た
と
い
う
背
景

か
ら
、
そ
の
趣
旨
に
合
致
す
る
の
は
原
判
決
で
あ
る
と
し
、
債
務
者
の
内
心
の
意
思
で
は
な
く
、
そ
れ
が
外
界
に
表
示
さ
れ
た
場
合
で
あ
る

と
理
解
し
、
ま
た
立
証
責
任
も
有
効
を
主
張
す
る
第
三
者
で
は
な
く
、
無
効
を
主
張
す
る
債
務
者
と
解
す
べ
き
と
し
て
い
た
。

(

�)

「
事
務
管
理
の
成
立
と
不
法
干
渉
と
の
限
界
」『

不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究
』(

谷
口
知
平
教
授
還
暦
記
念)

(

２)

（
昭
四
六
）
二

四
八
頁
。

(

�)
E

sse
r

/W
e

y
e

rs,
S

ch
u

ld
re

ch
t

B
d
.2

,
T

b
.2
(

2
0

0
0)

S
.

1
9
.

(

�)
v
.B

ar,
o

p
.cit.,

p
p
.

1
2

1
�

1
2

2
.
(

�)

オ
ラ
ン
ダ
民
法
に
範
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
（p

.
1

5
2)

。

(

�)
1
:

1
0

1
(

2)(
a)
(

�)
1
:

1
0

1
(

2)(
b)

(

54a)

前
者
は
他
人
の
権
利
領
域
へ
の
意
識
的
簒
奪
的
介
入
に
対
す
る
利
益
の
吸
い
上
げ
が
議
論
さ
れ
る
準
事
務
管
理
の
問
題
と
重
な
る
の
に

対
し
、
後
者
は
、
一
応
他
人
の
利
益
追
求
の
形
式
を
と
る
介
入
行
為
で
あ
る
が
本
人
の
意
思
に
反
す
る
点
で
本
人
の
自
己
決
定
侵
害
と
な
る

場
合
で
あ
り
、
そ
の
侵
害
の
認
識
可
能
性
の
有
無
で
さ
ら
に
分
か
れ
る
。
ド
民
六
七
八
条
が
認
識
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
故
意
不
法
行
為
の

効
果
に
等
し
い
結
果
責
任
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
今
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
認
識
可
能
性
が
な
い
場
合
で
あ
る
。
利
他

的
介
入
と
自
己
決
定
侵
害
と
い
う
対
立
す
る
要
素
の
位
置
づ
け
が
ま
さ
に
問
題
と
な
る
。

(

�)

拙
稿
・
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
賃
借
人
の
費
用
償
還
請
求
権
（
一)

〜(

三
）
法
学
論
叢
一
〇
九
巻
五
号
、
一
一
〇
巻
二
号
、
一
一
一
巻
一

号
（
昭
五
六
―
五
七)

。
近
時
の
も
の
と
し
て
、R

e
im

e
r,

D
ie

��
������	

�
�
B

e
re

ich
e

ru
n

g
(

1
9

9
0)

（
損
害
賠
償
法
の
法
理
、
と
り
わ
け

損
益
相
殺
や
損
害
軽
減
義
務
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
利
得
の
問
題
に
も
鏡
像
的
に
活
用
、
客
観
的
価
値
上
昇
の
利
得
者
の
下
で
の
現
実
化
の
期

待
可
能
性
と
い
う
判
断
基
準
を
提
唱)

;
L

are
n

z
/C

an
aris,

S
ch

u
ld

re
ch

t
II/2

,
1

3
.

A
u

fl.
(

1
9

9
4)

S
.

2
8

6
ff.,

JZ
1

9
9

6
,

3
4

4
(

財
産
増
加
現

実
化
義
務)

;
L

o
re

n
z,

F
S
��
�

M
e

d
icu

s
(

1
9

9
9)

S
.

3
6

7
.

(

	)

物
の
加
工
の
よ
う
に
、
管
理
者
の
行
為
に
よ
り
有
形
的
結
果
が
本
人
の
も
と
に
生
じ
て
い
る
場
合
（[

設
例
３]

も
同
様
）
に
は
、
結

果
除
去
の
点
に
つ
い
て
固
有
の
難
し
さ
（
除
去
請
求
と
費
用
償
還
請
求
相
互
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
）
が
あ
る
が
（
前
掲
注(


)

参
照)

、

弁
済
の
場
合
に
は
、
無
形
的
結
果
（
弁
済
行
為
の
法
的
帰
属
）
で
あ
る
か
ら
、
処
理
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
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